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国民経済計算の 2008SNA 対応等におけるデフレーターの推計※

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部価格分析課

上席政策調査員　守屋　邦子

※ 本稿の作成に当たっては、長谷川秀司国民経済計算部長、多田洋介企画調査課長、西村玲子価格分析課長をはじめとする国民経済計算

部の職員から有益なコメントをいただいた。また、本稿で紹介する「基本単位デフレーター」の見直し作業では、研究協力者であった

日本銀行調査統計局物価統計課物価統計改定グループ長の東将人企画役（当時、現同局経済調査課景気動向グループ企画役）に大変な

ご尽力を頂いた。記して謝意を表したい。なお、本稿の内容は、筆者が現在および過去に属した組織の公式の見解を示すものではなく、

内容に関しての全ての責任は筆者にある。
1 より厳密には、「品質の変化」も存在するが、ここでは「数量の変化」に含まれるものとして、整理している。

１ はじめに

我が国の国民経済計算（以下、「JSNA」という。）では、

2016 年 12 月に、平成 17 年基準から平成 23 年基準への

基準改定を実施した。基準改定とは、概ね 5 年ごとに公

表される『産業連関表』（総務省等）、『国勢統計』（総務

省）等の結果を反映させて、JSNA の計数全体を改定す

るほか、推計上の概念の変更や推計方法の見直し等も併

せて行う作業である。今回の平成 23 年基準改定では、

国民経済計算の国際基準である『System of National 

Accounts 2008』（以下、「2008SNA」という。）への対応

も行った。

「国民経済計算の国際基準」とは、国民経済計算を作

成する際の基準として国際的に合意されたものであり、

各国政府（ないし政府関係機関）はこれに基づき国民経

済計算を作成している。我が国では、内閣府がこれを作

成・公表しているが、平成 17 年基準までは 1993 年に国

連統計委員会で採択された『System of National Accounts 

1993』（以下、「1993SNA」という。）に準拠しており、

今回の平成 23 年基準への基準改定を機に、準拠する国

際基準を 1993SNA から 2008SNA に移行した。我が国に

おける 1993SNA への移行は、平成 7 年基準改定時（2000

年）であったので、準拠する国際基準の見直しは約 16

年振り、ということになる。

国際基準である「1993SNA」の見直しは、2002 年頃

からスタートし、2007 年に 1993SNA からの要改定ポイ

ントとして挙げられた 44 項目（通称「Anne Harrison ペ

ーパー」。長年国民経済計算に取り組んでいる各国のベ

テラン専門家達の間では、この 44 項目を取り纏める際

の中心人物の名前に因み、当時このように呼ばれてい

た。）がベースとなり、その後の更なる議論を経て

2008SNA として纏められ、最終的に 2009 年 2 月の国連

統計委員会で採択された。1993SNA からの概念の変更

や明確化として勧告されている事項は、2008SNA マニ

ュアルの序文、付録（Annex3）に記載されており、60

項目を超えている。これら多岐に亘る変更・明確化事項

は 4 つの分野（①非金融（実物）資産の範囲の拡張等、

②金融分野のより精緻な記録、③一般政府や公的企業に

係る取扱いの精緻化、④経済のグローバル化への対応）

に分けて整理される。

本稿では、JSNA の平成 23 年基準改定における各種

取り組みのうち、デフレーターに関する見直しについて、

説明することとしたい。以下では、まず、イントロダク

ションとして、第 2 節で JSNA におけるデフレーターの

概要について（見直し前の）平成 17 年基準を中心に説

明する。その後、平成 23 年基準改定におけるデフレー

ターの見直しについて、（１）JSNA のデフレーター推

計の基本である「基本単位デフレーター」の見直し（第

3 節）、（２）2008SNA への対応（上記 4 分野で整理して

いる勧告事項のうち、①に含まれる研究・開発（R&D）

の資本化、これに伴う特許等サービスの記録の変更、防

衛装備品の資本化）（第 4 節）、（３）建設デフレーター（第

5 節）、（４）８制度部門別総固定資本形成デフレーター

（第 6 節）、の順で説明していく。第 7 節はまとめとする。

２ JSNAにおけるデフレーターの概要

（１）デフレーターとは

デフレーターとは、名目価額（名目値）から実質価額

（実質値）を算出するために用いられる価格指数のこと

である。一般に、財貨・サービスの名目値の変化は、そ

の財貨・サービスの数量の変化と価格の変化の組み合わ

せ 1 によって生じるが、デフレーターは、名目値から価

格変動の影響を取り除くものであり（これを「実質化」

という。）、実質化された価額を「実質値」という。
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JSNA では、「名目値＝実質値×デフレーター」という

関係を満たすように、実質値及びデフレーターを作成し

ている。正確な実質値を算出するためには、品質を一定

とした財貨・サービスの「純粋な」価格変動を捕捉する

物価指数をデフレーターとして使用することが極めて重

要である。

（２）デフレーターの作成過程（「下位デフレーター」か

ら「上位デフレーター」へ）

JSNA では、前述のとおり「名目値＝実質値×デフレ

ーター」という関係を満たすよう実質値およびデフレー

ターを作成していくが、具体的には、JSNA において実

質化を行う際の最小単位である「基本単位デフレーター」

から、最終的な集計（表章）項目である「GDP デフレ

ーター」等を作成するプロセスとなる。本稿では、実質

化を行うための基本となる価格指数で「直接（エクスプ

リシット）に」算出する方法が中心となるデフレーター

（以下、「下位デフレーター」という。）と、名目値を実

質値で除すことにより、「事後的（インプリシット）に」

算出する方法が中心となるデフレーター（以下、「上位

デフレーター」という。）の二つの段階に分けて整理し

た上で、「下位デフレーター」に関する事項を中心に説

2 最終的な総固定資本形成にかかる表章項目（民間住宅、民間企業設備、公的固定資本形成等）のデフレーターについては、エクスプリ

シットに算出した８制度部門別のデフレーター等を使用して算出した項目別の実質値を表章項目ごとに連鎖統合した上で、表章項目の

名目値を実質値で除すことにより、インプリシットに推計している。
3 デフレーターの算式は、（実際にはインプリシットに算出するため）結果的に対応するものである。

明していくこととしたい。

「下位デフレーター」では、「基本単位デフレーター」

を作成するほか、この基本単位デフレーター等を使用し

て算出する「建設デフレーター」や「総固定資本形成デ

フレーター（８制度部門別（制度部門別、住宅・企業設

備別））」2 についても、エクスプリシットに作成している。

一方、「上位デフレーター」では、JSNA として公表さ

れる表章項目（「GDP デフレーター」やその内訳項目（支

出側、生産側））等、文字どおり上位項目に対応するデ

フレーターを算出しており、まず、上位項目を構成する

内訳項目ごとの名目値を対応する「下位デフレーター」

で除して実質値を算出し、これらを連鎖方式で統合する

ことにより、当該上位項目の実質値を得る（連鎖方式ラ

スパイレス数量指数）。そして、対応する名目値からこ

の実質値を除すことにより、「事後的（インプリシット）

に」デフレーターを算出する（連鎖方式パーシェ価格指

数 3）。なお、国内総生産（生産側）の実質化においては、

産出額と中間投入額のそれぞれを実質化し、その差額を

実質国内総生産とするダブルデフレーション方式を採用

している。

JSNA におけるデフレーター推計のプロセスを概観す

ると、図表１のとおりである。

図表１　JSNA におけるデフレーターの作成過程

デフレーター（国内総生産）物価指数

物価指数以外の価格情報

実質値（国内総生産）

名目値（国内総生産）

デフレーター

需要項目別

経済活動別、等

・国内企業物価指数（PPI）

・輸出物価指数（EPI）

・単価指数

名目値

コモ法８桁品目（約2,000品目）
名目値

コモ法６桁品目（約400品目）

基本単位デフレーター

６部門

①生産 ②輸入 ③輸出

④家計消費

⑤総固定資本形成

⑥中間消費

・投入コスト型、等

・輸入物価指数（IPI）

・消費者物価指数（CPI）

・農業物価指数（API）

・企業向けサービス価格指数
　（SPPI）

需要項目別

経済活動別、等

需要項目別

経済活動別、等

実質値

名目値
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（３）基本単位デフレーターの算出方法

以下では、基本単位デフレーターの算出方法について

説明したい。基本単位デフレーターは、原則としてコモ

ディティ・フロー法（以下、「コモ法」という。）で設定

されている約 400 品目（以下、「コモ法６桁品目」という。）

ごとに作成している。

コモ法とは、市場生産者（経済的に意味のある価格で

財貨・サービスを供給する生産者）によって生産される

財貨・サービスの供給および需要を推計する際に用いる

手法であり、品目ごとに、産出額、輸入、運輸・商業マ

ージンを求め、これらの合計である総供給額を中間消費、

家計最終消費支出、総固定資本形成、在庫変動、輸出の

需要項目に配分する推計方法のことである。コモ法では、

コモ法６桁品目（『産業連関表』の基本分類に基づく）

のほか、下位分類として約 2,000 品目（以下、「コモ法

８桁品目」という。『経済センサス－活動調査』（総務省・

経済産業省）や『工業統計』（経済産業省）等を参考に

作成）が設定されている。

コモ法では、前述のとおり市場生産者により供給され

る財貨やサービス（以下、市場産出という。）の推計を

行う。なお、平成 17 年基準までは建設部門はコモ法で

はなく、建設コモディティ・フロー法と呼ばれる手法（建

設業者が資材を一旦受け入れて施行するため、資材の需

要に建設活動で新たに付加される活動の付加価値分を加

えて、建設業による産出額を推計する方法。以下、「建

設コモ法」という。）により推計されていたが、平成 23

年基準では、建設コモ法が廃止され、出来高ベースの基

礎統計を用いて産出額を推計する方法への改善が図られ

たため、建設部門についても、コモ法によりカバーされ

るようになっている。

4 建設部門の名目値は、前述のとおり平成 23 年基準よりコモ法により推計されるが、デフレーターについては、平成 17 年基準と同様、

別途推計する（詳細については、項目２（６）ａ、５を参照）。
5 日本銀行が作成する『国内企業物価指数』（PPI）、『輸出物価指数』（EPI）、『輸入物価指数』（IPI）は、いずれも『企業物価指数』（CGPI）

として作成・公表されている。
6 物価指数を代用する際、当該項目に含まれない変動は、原則として除いている。例えば、輸出系統に PPI 品目を代用する場合、輸出に

含まれない変動（消費税による影響等）を除いている。

また、非市場生産者（無料ないし経済的に意味のない

価格で財貨・サービスを提供する生産者）である、一般

政府や対家計民間非営利団体が供給するサービス（以下、

非市場産出という。）の産出額の推計や需要先別配分に

ついては、コモ法ではなく、決算書等から推計する別の

手法により推計されている。

こうした中、JSNA のデフレーターの基本である基本

単位デフレーターは、コモ法６桁品目ごとに作成する

が 4、まず、その下位分類であるコモ法８桁品目に対応す

る物価指数を、各種の物価統計から抽出するというプロ

セスを採っている。物価指数としては、主に『国内企業

物価指数』（PPI）（日本銀行）5、『輸出物価指数』（EPI）（同）、

『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指数』

（SPPI）（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農

業物価指数』（API）（農林水産省）において公表されて

いる各種系列（品目等）が用いられている。

より正確にデフレーターを推計する観点から、公表さ

れている物価指数の最小単位である品目を、対応するコ

モ法８桁レベルの 4 系統（生産、輸入、輸出、家計消費）

に紐付けていくことを原則としているが、対応する品目

が存在しない場合、代替可能と思われる物価指数を適用

していく。具体的には、例えば、①各物価統計で公表し

ている上位分類（PPI の場合であれば、「商品群」、「小

類別」といった括り）を適用する、②輸出品目を PPI の

品目で代用する 6、といった対応を行う。また、同じコモ

法８桁品目に対応する物価指数が複数存在する場合は、

当該物価統計におけるウェイトを用いたラスパイレス式

により、コモ法８桁品目の価格指数を作成する。

次に、当該価格指数と対応するコモ法８桁品目の名目

値をウェイトとして、コモ法６桁品目の価格指数をフィ

図表２ 基本単位デフレーターにおける物価指数の適用例
（コモ法６桁品目「清涼飲料」の一部抜粋）

コモ法６桁品目

コモ法８桁品目
生産系統 輸入系統 輸出系統 家計消費系統

清涼飲料

炭酸飲料 PPI 炭酸飲料 CPI 炭酸飲料

  ジュース PPI 果実飲料

PPI 野菜ジュース

IPI 果実飲料 PPI 果実飲料

PPI 野菜ジュース

CPI 果実ジュース

CPI 果汁入り飲料

CPI 野菜ジュース
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ッシャー連鎖式により作成する。

図表２では、コモ法６桁品目「清涼飲料」の内訳であ

るコモ法８桁品目に適用している物価指数を例示（一部

抜粋）している。それぞれの系統に対応する物価指数（生

産系統は PPI、輸入系統は IPI 等）を適用しているが、

対応する物価指数が存在しない場合は、代替可能と思わ

れる物価指数を適用している（輸出系統に PPI を採用）。

（４）基本単位デフレーターの種類と上位項目への集計

基本単位デフレーターでは、まずコモ法８桁品目ごと

に、①「生産系統」、②「輸入系統」、③「輸出系統」、

④「家計消費系統」の 4 系統を作成し、これを組み合わ

せることにより、コモ法６桁品目ごとに、（a）「生産部門」

（①＋③）、（b）「輸入部門」（②）、（c）「輸出部門」（③）、

（d）「家計消費部門」（④）、（e）「総固定資本形成部門」（①

＋②）、（f）「中間消費部門」（①＋②）の 6 部門を推計

する（図表３参照）。コモ法８桁品目からコモ法６桁品

目に集計する際のウェイトとしては、コモ法により算出

された名目値（コモ値）を使用する。

コモ法６桁品目ごとに算出された、これら 6 部門の基

本単位デフレーターは、対応する上位デフレーターの推

計において使用する。例えば、上位項目で表章項目（公

表系列）となっている家計最終消費支出のデフレーター

を算出する場合 7、基本単位デフレーター（家計消費部門）

を使用して構成する内訳項目ごとに名目値を実質化する。

この実質値を連鎖統合することにより、家計最終消費支

出の実質値を求める。そして、家計最終消費支出の名目

値から実質値を除すことにより、家計最終消費支出のデ

フレーターをインプリシットに算出する。

7  本稿では、家計最終消費支出デフレーター等、上位デフレーター（表章項目）の推計方法については、簡単な説明に止めている。詳細

については、「推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）平成 23 年基準版」（参考文献の内閣府（2016a））のほか、「推計手法解

説書（年次推計編）平成 23 年基準版」（内閣府（2017a））を参照されたい。

（５）物価指数が存在しない場合の対応（「単価指数」や

「投入コスト型」等の採用）

JSNA では、上記のとおり、公表されている物価統計

の品目等を極力使用することとしており、コモ法６桁品

目の 9 割強において採用している。これは、物価統計で

は、品質一定の財貨・サービス価格が捕捉されており、

JSNA のデフレーターとして使用することが適当なため

である。しかし、同一品質のものを連続的に調査するこ

とが困難等の理由で、現時点では物価統計において捕捉

されていない分野（商業サービスや、今回の 2008SNA

対応において必要な研究・開発（R&D）、特許等サービス、

防衛装備品等）もある。こうした財貨・サービスのデフ

レーターについては、「単価指数」や「投入コスト型」

等の方法により、内閣府で独自に推計している。

まず、「単価指数」とは、価額・数量が得られる品目

について、その平均価格（「価額」／「数量」）をデフレ

ーターとするものである。単価指数では、平均価格を算

出する際の対象範囲が広く商品の特性や価格動向の同質

性を確保できない場合、物価指数の基本である「品質を

一定とした場合の価格動向」の把握が困難になってしま

う、という欠点が存在する。このため、単価指数を採用

する際は、品質変化に伴う価格変動が混在しないよう対

象とする商品の範囲を極力狭めるほか、必要に応じて移

動平均等を用いている。

次に、「投入コスト型」とは、当該品目の「市場取引

価格（産出価格（output price））」を直接捕捉することが

困難な場合に用いる推計方法の一つであり、生産（投入）

側からみた価格情報等（中間投入、付加価値）を集計す

ることにより「産出価格」を間接的に捉えようとする方

法である。投入コスト型は、後述する R&D や建設のほか、

図表３　基本単位デフレーターの構成

EPI
SPPI
CPI

PPI
SPPI
CPI
API

IPI
SPPI CPI

輸出系統 生産系統 輸入系統 家計消費系統

輸出部門 生生産産部部門門 中間消費
部門

総総固固定定資資本本
形形成成部部門門

輸入部門
家計消費

部門

基本単位デフレーター
（約400品目）産産出出デデフフレレーータターーへへ 中中間間投投入入デデフフレレーータターーへへ

国内産出のうち
輸出分

国内産出のうち
国内出荷分 中間消費のうち

国内品分

中間消費のうち
輸入品分

適当な物価指数が存在しない場合、
単価指数（=価額/数量）等を採用

総固定資本形成
のうち国内品分

総総固固定定資資本本形形成成デデフフレレーータターーへへ

総固定資本形成
のうち輸入品分
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冠婚葬祭業 8、会員制企業団体、社会福祉のように、同じ

品質の財貨・サービスが時系列で連続して発生すること

が極めて稀な場合等に採用している。

ウェイトデータとしては、当該品目に対応する『産業

連関表』の投入表を使用するほか、価格データとしては、

中間投入分については基本単位デフレーター（中間消費

部門）、付加価値分（雇用者報酬）については『毎月勤

労統計』（厚生労働省）の定期給与指数（該当産業の 5

人以上）を使用している。

『産業連関表』の投入表は、生産のために使用（投入）

された財貨・サービスを表章する「内生部門」と「粗付

加価値部門」（「営業余剰」、「雇用者所得」、「資本減耗引

当」、「間接税（関税・輸入品商品税を除く。）」、「（控除）

経常補助金」等）により構成されているが、基本単位デ

フレーターを投入コスト型で推計する際は、中間投入分

（『産業連関表』の「内生部門」の各項目）と付加価値部

分のうち雇用者報酬（『産業連関表』の「雇用者所得」）

をウェイトデータとして使用している。このため、投入

コスト型では、営業余剰等、雇用者報酬以外の付加価値

部分を十分反映できないという欠点がある。生産性分析

等の際は、「産出価格」を直接捕捉したデフレーターを

使用することが望ましいが、対応する物価指数が存在し

ないため採用している「次善の策」と言える。

このほか、商業サービス（卸売、小売）については、

SPPI 等の物価統計において、対応する物価指数が現時

点では存在しない。このため、『経済センサス－活動調

8  冠婚葬祭業は、現行 CPI（2015 年基準）では価格調査が困難等の理由により品目として採用されていない。尤も、2016 年末に経済財

政諮問会議がとりまとめた「統計改革の基本方針」において、今後の CPI 平成 32 年基準改定におけるサービスの価格（冠婚葬祭サー

ビスなど）の更なる把握拡充について検討を行うことが、課題として掲げられている。

査』、『商業動態統計』（経済産業省）の業種別販売額等

をウェイトデータ、対応する品目等の価格データについ

ては、卸売では PPI、小売では CPI をそれぞれ適用し加

重平均することにより、デフレーターを推計している。

なお、今回の 2008SNA 対応で採用する R&D、特許等

サービス、防衛装備品のデフレーターについては項目４

（３）、建設デフレーターの推計方法については項目２

（６） ａ、５で説明する。

（６）基本単位デフレーター以外でエクスプリシットに

推計するデフレーター

エクプリシットに算出しているデフレーターとしては、

上記基本単位デフレーターのほかに、建設デフレーター

や総固定資本形成デフレーター（８制度部門別）がある。

いずれも、コモ法６桁品目ごとに作成した基本単位デフ

レーター等を使用することにより作成している。

ａ．建設デフレーター

平成 17年基準 JSNAでは、建設デフレーターとして「木

造住宅」、「木造非住宅」、「非木造住宅」、「非木造非住宅」、

「建設補修」、「その他建設」の 6 品目を作成している。

それぞれの品目において、建設コモ法で推計したコモ法

６桁品目に対応する項目ごと（四半期別）の資材投入額

と、付加価値分については雇用者報酬をウェイトとし、

基本単位デフレーター（中間消費部門）と『毎月勤労統

計』の定期給与指数（建設業 5 人以上）により、投入コ

図表４　建設マトリックス（平成 17 年基準）

木　　　造 非　　木　　造 建設 その他

住　宅 非住宅 計 住　宅 非住宅 計 補修 建　設

コ モ ６ 桁 品 目

資 材 投 入 額 計

付 加 価 値 額

産 出 額

（備考）

１．網掛けの薄い部分は建設コモ法により四半期ごとに値が得られる。

２．網掛けの濃い部分は建設コモ法による産出額を『建築物着工統計』を進捗ベースに転換したもので分割して求める。

３．RAS(1) は木造および非木造の資材投入額計と付加価値額を RAS 法で住宅、非住宅に分割する。

４．RAS(2) は RAS(1) で求めた資材投入額計を使用して資材投入品目を RAS 法で住宅、非住宅に分割する。

ＲＡＳ (2) ＲＡＳ (2)

ＲＡＳ (1) ＲＡＳ (1)



－ 54 －

「季刊国民経済計算」第 161 号

スト型で算出している。

尤も、建設コモ法では、木造・非木造のそれぞれにつ

いて住宅・非住宅別は推計されないため、『建築物着工

統計』（国土交通省）を進捗ベースに転換したもので木造・

非木造の産出額を住宅・非住宅に分割する。投入内訳に

ついては、「建設原マトリックス」をもとに RAS 法によ

り分割する。なお、RAS 法とは、産業連関分析等にお

いて使用される手法で、あるマトリックスが新しい制約

条件を満たすように修正する方法である。

建設デフレーターの推計では、四半期ごとに建設マト

リックスを作成し、ウェイトとして用いている。「建設

原マトリックス」とは、このマトリックスの初期値であ

り、『産業連関表』の投入表等により作成する。平成 17

年基準では、『産業連関表』（5 年ごとの基準年）の間で

等差補間を行うことにより、各年の「建設原マトリック

ス」を作成している（ただし、基準年（平成 17 年）以

降の「建設原マトリックス」には、平成 17 年の「建設

原マトリックス」を使用）。

建設デフレーターの推計に使用している算式は、以下

のとおり。

∑
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Dlk ：四半期の建設デフレーター（建設部門（ l ）別）

k ：T 年の四半期（1 ～ 4）

u ：T-1 年の四半期（1 ～ 4）

nik (u ) ：四半期のコモ法６桁品目 （ i） 別資材投入額

Ak(u ) : 雇用者報酬

dik (u ) ： nik (u ) に対応する四半期のコモ法６桁品目中

間消費デフレーター

dak(u ) ：建設業（5 人以上）定期給与指数

ｂ．８制度部門別総固定資本形成デフレーター

平成 17 年基準 JSNA では、エクスプリシットに算出

する８制度部門別総固定資本形成デフレーターとして、

「民間非金融企業設備」、「民間住宅」、「民間金融企業設

備」、「民間非営利企業設備」、「公的非金融企業設備」、「公

的住宅」、「公的金融企業設備」、「一般政府」を推計して

いる。機械等については基本単位デフレーター（総固定

資本形成部門）を、建設部門については建設デフレータ

ーの 5 分類（「木造住宅」、「木造非住宅」、「非木造住宅」、

「非木造非住宅」、「その他建設」）を、それぞれ対応させ

ることにより算出している。

まず、ウェイトデータとなる四半期別の「総固定資本

形成マトリックス」を作成するが、暦年値の「総固定資

本形成原マトリックス」、四半期値（制度部門別および

品目別の総固定資本形成額）により推計する。「総固定

資本形成原マトリックス」については、『産業連関表』

の付帯表である固定資本マトリックスを基本として、

JSNA の概念に合わせる処理を行い、制度部門別に組み

替えることにより作成する。平成 17 年基準では、JSNA

概念に組み替えた『産業連関表』の付帯表である固定資

図表５  総固定資本形成マトリックス（平成 17 年基準）

民　　　　間 公　　　　的

合計非金融

企業設備

住

宅

金融

企業設備

非営利

企業設備

非金融

企業設備

住

宅

金融

企業設備

一般

政府

コ モ ６ 桁 品 目

コ 

モ 

法

木 造 住 宅

非 木 造 住 宅

木 造 非 住 宅

非 木 造 非 住 宅

そ の 他 建 設

コ
モ
法

＋
建
築
物
着
工
統
計

総固定資本形成計

（ＲＡＳ法で分割）
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本マトリックス（5 年ごとの基準年）の間で等差補間を

行うことにより、各年の「総固定資本形成原マトリック

ス」を作成している（ただし、基準年（平成 17 年）以

降の「総固定資本形成原マトリックス」には、平成 17

年の「総固定資本形成原マトリックス」を使用）。

四半期値については、①各四半期の供給側推計の総固

定資本形成額を当該暦年（または、判明している直近年）

における制度部門別ウェイトにより分割したもの（列の

合計）、②各四半期の供給側推計等によりコモ法６桁品

目別の総固定資本形成額および上記 5 分類の建設産出額

（行の合計）を得る。

上記により得られた制度部門別・品目別総固定資本形

成額の初期値となる「総固定資本形成原マトリックス」

と四半期値を用いて、RAS 法により四半期別の総固定

資本形成のマトリックス（ウェイトデータ）を作成する。

次に、上記で求めた四半期ごとの総固定資本形成マト

リックスの名目値をウェイトとして、基本単位デフレー

ター（総固定資本形成部門）及び建設デフレーターを、

次の算式で連鎖統合することにより、８制度部門別の総

固定資本形成デフレーターを推計する。
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Dlk ： 四半期の総固定資本形成デフレーター（総固

定資本形成マトリックス８制度部門別（ l ））

k ：T 年の四半期（1 ～ 4）

u ：T-1 年の四半期（1 ～ 4）

nik (u ) ： 部門ごとの四半期の総固定資本形成マトリッ

クス品目 （ i） 別総固定資本形成額及び建設産

出額

dik (u ) ： nik (u ) に対応する四半期のコモ法６桁品目別

総固定資本形成デフレーター及び建設デフレ

ーター

上記のようにエクスプリシットに算出した８制度部門

別総固定資本形成デフレーターで対応する名目値を実質

化し、これを連鎖方式で集計することにより、表章項目

の実質値を得る。上位デフレーター（表章項目のデフレ

ーター）は、項目計の名目値を項目計の実質値で除すこ

とによりインプリシットに算出する。

なお、平成 17 年基準 JSNA では、市場生産者からの

産出分のみで一国全体の総固定資本形成デフレーターを

推計していたが、平成 23 年基準では、研究・開発（R&D）

の資本化に伴い、非市場生産者（一般政府、対家計民間

非営利団体）からの産出分（R&D のみ）も、対象範囲

に含まれるようになった（平成 23 年基準の詳細につい

ては、項目６を参照）。

（７）政府・非営利サービスのデフレーター

また、政府・非営利サービスのデフレーターは、エク

スプリシットに算出するものではないが参考までに説明

すると、投入コスト型でインプリシットに推計している。

以下では、簡単化のため固定基準方式の場合の算式を示

しているが、実際の推計では連鎖方式を採用している。

生産デフレーター＝

中間消費＋間接税＋固定資本減耗＋雇用者報酬
＝

＋ ＋

名目生産額

実質生産額

中間消費＋間接税

中間消費

デフレーター

雇用者報酬

雇用者報酬

デフレーター

固定資本減耗

総固定資本形成

デフレーター

３ 平成23年基準改定における基本単位デフレ

ーターの見直し

（１）見直しの手順

平成 23 年基準では、2008SNA 対応として研究・開発

（R&D）の資本化、防衛装備品の資本化等、新たな概念

が導入されたほか、平成 17 年以降の経済構造の変化を

反映し新たな構成となったコモ法６・８桁品目が設定さ

れ、これらに対応した名目値（コモ値）が推計されてい

る。

平成 23 年基準の基本単位デフレーターは、この新た

な平成 23 年基準におけるコモ法６・８桁品目の構成で、

新たに推計されたコモ値を使用して算出していくが、ま

ず、現行の平成 17 年基準の基本単位デフレーターを推

計する際、コモ法８桁品目に対応させた物価指数を参考

にしながら、平成 23 年基準の基本単位デフレーターに

対応させる物価指数を決めていく。コモ法８桁品目は、

平成 23 年基準においても平成 17 年基準と同様、2,000

品目程度が設定されているが、適用する物価指数につい

て、一つずつ丁寧に見直しを行った。

以下の図表６では、見直しの一例として、防衛装備品

（うち鋼船、航空機）を挙げている。防衛装備品の資本

化は、2008SNA 対応の一つであり、コモ法６桁品目と

して「鋼船（防衛装備品）」、「航空機（防衛装備品）」等、

5 品目が新設されたため、これらに対応する物価指数を

適用したほか、適当な物価指数が存在しない部分につい

ては、内閣府で独自に推計を行った（図表６の下線部分。
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詳細については、項目４（３）を参照）。

（２）物価統計作成部局との連携

基本単位デフレーターの見直しにあたっては、物価統

計作成部署との連携が必要不可欠である。物価統計につ

いては、5 年ごと（西暦年の末尾が 0 または 5 の年）に

基準改定が実施される。基準改定では、指数を 100 とし

て作成する時点（基準年）が更新されるほか、社会・経

済構造の変化を反映するため、採用品目やウェイトの見

直しが行われる。こうした機会を捉え、内閣府では、

JSNA のデフレーター推計に必要な物価指数の新規採用

等を要望しているが、物価統計作成部署の理解・協力に

より、今までに多くの新規品目の採用等が実現している

（例えば、PPI「鉄骨」や「橋りょう」の新規採用、SPPI

「航空施設管理・航空附帯サービス」や「水運附帯サー

ビス」の新規採用、CPI の「介護」のうち「介護（施設）」

に係る拡充等。いずれも平成 22 年基準改定時に実施さ

れている）。こうした物価統計における新規品目の採用

等は、JSNA のデフレーターの精度向上に大きく寄与し

ている。また、日本銀行が本年 2 月に公表した CGPI の

平成 27 年基準においても、内閣府から要望した EPI「鋼

船」等が新規に採用されたところである。

また、主に CPI を対応させる「家計消費系統」につ

いては、最終財（消費財）を対象としていることから、

対応させる財貨・サービスは、馴染みのある品目が多く

比較的分かり易いが、「生産系統」、「輸入系統」、「輸出

9 例えば、平成 12 年基準において SPPI（ないし CGPI）のみを対応させていた「生産系統」のうち、家計向けのウェイトが相応にあるも

の（高速道路料金、携帯電話料金、電力料金等）については、平成 17 年基準より SPPI（ないし CGPI）、CPI の両方を対応させる扱い

に変更した。平成 23 年基準では、これに加え、「総固定資本形成部門」、「中間消費部門」を作成する際は、対応させる品目を調整する（CPI
は適用せず、SPPI（ないし CGPI）のみを使用する）という更にきめ細かい対応を採ることとした。詳細については、藤原・今井（2013）
を参照のこと。

 　なお、藤原・今井（2013）で課題として挙げられている、「商業マージンの物価指数の取り込み」については、SPPI 等の基礎統計に

おいて物価指数が整備されていない状況もあり、対応を見送ることとした。今後「卸売サービス」等、物価指数が整った時点で対応を

検討していくことが必要である。

系統」については、企業が生産のために需要する中間財

等も多く含まれており、専門的な知識がなければ、どの

物価指数を適用すると良いか判断がつかない場合が多々

ある。こうした背景もあり、内閣府では、平成 17 年基

準の改定時と同様、平成 23 年基準の改定作業において

も、日本銀行の物価統計の基準改定担当者に研究協力を

委嘱し、多大な協力を得ている。尤も、平成 17 年基準

改定の際、コモ法８桁品目に対応させる物価指数を全面

的に見直したため、今回の見直しでは、平成 17 年基準

における物価指数の対応ルールを基本的に踏襲すること

とし、一部ルールの明確化や調整を行った 9。

（３）見直しの結果

コモ法６桁レベルの基本単位デフレーターにおける、

4 つの系統（生産、輸入、輸出、家計消費）別の対応す

る物価指数の詳細については、参考資料「平成 23 年基

準 基本単位デフレーター品目対応価格指数一覧」のと

おりである。一覧表は、2016 年 12 月時点のものであり、

2015 年 1-3 月期以降の推計に使用している。各種物価

統計（CGPI、SPPI、CPI、API）のうち、CPI は平成 27

年基準、それ以外は平成 22 年基準を使用している。

（４）基本単位デフレーターの基準年および遡及期間の

推計方法等

今回の JSNA 基準改定では、作成の基本となる『産業

連関表』の作成年である平成 23 年（2011 年）を基準年

図表６　見直しの具体例

平成17年基準 平成23年基準

コモ法6桁品目 生産系統 コモ法6桁品目 生産系統

鋼船 単価指数　鋼船 鋼船（防衛装備品を除く。） 単価指数 鋼船

鋼船（防衛装備品） 単価指数 護衛艦・潜水艦

航空機 PPI　航空機用原動機部品 航空機（防衛装備品を除く。） PPI　航空機用原動機部品

EPI　航空機部品 EPI　航空機部品

航空機（防衛装備品） 単価指数　戦闘機

単価指数　ヘリコプタ

PPI 航空機用原動機部品

EPI 航空機部品
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としており、基本単位デフレーターで使用する各種物価

指数の基準年（2010 年＝ 100 等）と異なっている。こ

のため、基本単位デフレーターについて、まず 2010 年

以降を作成するが、その際は、対応させる物価指数の基

準年（2010 年＝ 100）のままの状態でコモ法６桁品目ベ

ースの基本単位デフレーターを一旦推計し、その後、基

準年を平成 23 年（2011 年＝ 100）に変換するという、

今までの基準改定（JSNA においても「西暦年の 0 また

は 5 の年」を基準年としていた）にはない、特別の措置

を採っている。

また、過去に遡って基本単位デフレーターを推計する

際は、平成 23 年基準のコモ法６・８桁品目に対応する

よう、物価指数が改定される 5 年ごとに物価指数との対

応関係を調整していく。例えば、2010 年以前の期間（2005

年から 2009 年まで）の場合、2005 年基準の各種物価指

数を使用して、基本単位デフレーターを（後述の「リン

ク計数」により接続する期間も含めた）2005 年から

2010 年の間について作成する（この時点では、使用す

る物価指数の基準年のままであるため、2005 年＝ 100

となっている）。そして、前段で作成している 2010 年以

降の（2011 年＝ 100 に基準年を変換した後の）基本単

位デフレーターに 2010 年（暦年ベース）で接続する。「暦

年ベース」の接続とは、2005 ～ 2009 年と 2010 年以降

の基本単位デフレーターを接続する際、両者の 2010 年

指数（暦年ベース）により算出したリンク計数（「2010

年基準の 2010 年指数」／「2005 年基準の 2010 年指数」）

を、2005 ～ 2009 年の計数に乗じることにより、接続す

ることである。これにより、2010 年以降の基本単位デ

フレーターと接続すると同時に、基準年（2011 年＝

100）への変換も行う。

このほか、2015 年以降の計数については、基本単位

デフレーターで使用している物価指数が今後平成 27 年

基準に改定される都度、JSNA に反映していく。例えば、

2016 年 8 月に公表された平成 27 年基準 CPI については、

項目３（３）で説明したとおり 2015 年 1-3 月期以降の

基本単位デフレーターの推計に既に使用している。この

際、足許の時系列の連続性に配慮する観点から、前期比

の動きに断層が生じないよう 2015 年 1-3 月期の新旧指

数により作成した「四半期ベース」のリンク計数（「2010

年基準の 2015 年 1-3 月期指数」／「2015 年基準の 2015

年 1-3 月期指数」）を用いて接続を行っている。これは、

上記で説明した過去（2009 年以前）の計数を接続する

際の考え方（長期時系列における指数水準の安定性を確

保する観点）より、前期比の動きを重視するものである

（「暦年ベース」ではなく「四半期ベース」のリンク計数

を用いて接続を行う）。「暦年ベース」では、（当該年に

包含される）4 四半期分の価格情報でリンク計数を作成

するため、「四半期ベース」の場合より、当該四半期の

特殊要因等によって発生し得るリンク計数の歪みを小さ

くすることができる。しかし、一方で、暦年値と四半期

値の差が大きい場合（例えば、当該年の価格が大きく上

昇ないし下落した場合等）、接続前（例えば、2009 年

10-12 月期）と接続後（2010 年 1-3 月期）の間の指数変

動において、暦年リンク計数を使用することによるテク

ニカルな変動が混在する可能性がある。このため、接続

する時期と両リンク計数のメリット・デメリットを比較

図表７　基本単位デフレーターの過去への接続方法（イメージ図）

①22年基準物価指数で推計（2011年=100に変換）

2010 2011 2012 2013

基準年

②17年基準物価指数で推計（2005年＝100）

 [ 平成23年基準JSNAにおける接続方法 ]

2005 2006 2007 2008 2009 2010

←③2010年（暦年ベース）のリンク計数で接続

 　　2005～2009年の計数を2011年＝100に変換

①17年基準物価指数で推計（2005年＝100）
2005 2006 2007 2008

基準年

②12年基準物価指数で推計（2000年＝100）

 [ 平成17年基準JSNAにおける接続方法 ]

2000 2001 2002 2003 2004 2005
←③2005年（暦年ベース）のリンク計数で接続
　　　2000～2004年の計数を2005年=100に変換
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考量の上、過去（2009 年以前）を接続する際は「暦年

ベース」、2015 年以降は「四半期ベース」のリンク計数

を採用している。

４ 平成23年基準改定におけるデフレーター推

計面での2008SNAへの対応

今回の JSNA における平成 23 年基準改定では、準拠

する国際マニュアルを従前の 1993SNA から 2008SNA に

移行した。2008 年 SNA における 1993SNA からの変更

点は多岐に亘るが、ここでは、デフレーター見直しに関

する事項に絞り、かつ主なものについて説明することと

したい。具体的には、研究・開発（R&D）の資本化、

特許等サービスの記録の変更、防衛装備品の資本化、の

3 点である。

（１）研究・開発（R&D）の資本化

R&D について、平成 17 年基準では、R&D を主活動

とする市場生産者の研究機関については、その産出額を

計測し、需要先としては中間消費として扱ってきた。一

方、研究機関以外の市場生産者の R&D、即ち副次的活

動としての企業内研究開発については、R&D の産出額

は記録してこなかった。企業内研究開発については、

R&D に要する費用（雇用者報酬、中間投入、固定資本

減耗等）は各活動の生産費用に内包される扱いとなって

いる一方、産出額としては主産物や R&D を除く副次生

産物のみ計測を行ってきた。また、一般政府、対家計民

間非営利団体（NPISH）の非市場生産者分については、国

際基準で推奨されているように生産費用の合計から産出

額を計測する際、R&D に要する生産費用分も産出額に

含まれているが、R&D の産出額として明示的には認識

されておらず、その需要先はそれぞれ自己消費である政

府最終消費支出、NPISH 最終消費支出に記録されてきた。

一方、平成 23 年基準では、2008SNA の勧告に沿って、

より広範かつ明示的に R&D の産出額を計測範囲に含め

ている。具体的には、まず、市場生産者の R&D として、

研究機関分の R&D のほか、企業内研究開発も対象範囲

として拡大し、需要先については、全額総固定資本形成

として扱う。次に、非市場生産者による R&D 産出につ

いては、これを明示的に取り扱うこととし、需要先とし

ては平成 17 年基準での最終消費支出から、総固定資本

形成として記録するよう変更した。

10 「機械関連製造業」は、経済活動別分類の「はん用・生産用・業務用機械」、「電子部品・デバイス」、「電気機械」、「情報・通信機器」、「輸

送用機械」を対象範囲としている。

こうした中、デフレーターについては、平成 17 年基

準では、市場生産者の研究機関分に対応するデフレータ

ーを「投入コスト型」で算出していた。平成 23 年基準

でも、R&D のデフレーターについては、平成 17 年基準

と同様、かつ各国における R&D デフレーターの推計で

も採用されている「投入コスト型」を採用する。具体的

には、まず、市場生産者分については、平成 17 年基準

で推計していた研究機関分のほか企業内研究開発を含む

形に対象範囲を拡大するほか、非市場生産者分（一般政

府、対家計民間非営利団体）についても、デフレーター

を新設する。

平成 23 年基準におけるデフレーターは、平成 17 年基

準における市場生産者分の R&D と同様、『産業連関表』

の「投入表」をウェイトデータとして用いる（中間投入、

付加価値（雇用者報酬）に該当する項目をウェイトとし

て使用）。また、価格データとしては、中間投入には基

本単位デフレーター（中間消費部門）、雇用者報酬には

該当する『毎月勤労統計』の定期給与指数（5 人以上）

を用いる。『毎月勤労統計』の系列としては、市場生産

者分については、R&D を多く産出する経済活動（以下、

「R&D 主要産業」という。具体的には、化学、石油・石

炭製品、機械関連製造業 10、情報通信業、保健衛生・社

会事業）に対応する 4 系列（「化学工業、石油製品・石

炭製品製造業」、「機械関連製造業」、「情報通信業」、「医

療業」）を対象とし、基準年のＶ表（経済活動別財貨・

サービス産出表）における R&D 産出額をウェイトとし

て統合した値を用いる。非市場生産者が産出する R&D

分については、『毎月勤労統計』の「学術・開発研究機関」

の定期給与指数（5 人以上）を用いる。

このようにして算出した R&D の動向は、図表８のと

おりである。

（２）特許等サービスの記録の変更

1993SNA では、特許実体は無形非生産資産として扱

う一方、特許のライセンシングに関するロイヤリティで

ある特許使用料の受取はサービスの産出（需要先として

は中間消費）、即ち生産物として扱われており、マニュ

アル内で概念的な不整合がみられた。こうした中、平成

17 年基準 JSNA においては、特許実体を無形非生産資

産として整理するとともに、特許使用料については、サ

ービスの産出や購入ではなく、財産所得（賃貸料）の受

払の一部として取り扱っていた。
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一方、2008SNA では、研究・開発（R&D）の資本化

に伴い、特許実体が R&D の成果に包含される扱いとな

り、無形非生産資産ではなく生産資産として記録される

こととなった。また、ライセンス契約等の下で、特許権

等の使用が許諾された場合、ライセンシーからライセン

サーへの特許使用料の支払については、その支払形態等

に応じて、サービスの支払、または、資産の取得（総固

定資本形成）に対する支払のどちらか、いずれにしても

生産物の取引として記録される扱いに変更された。こう

した中、平成 23 年基準 JSNA においては、2008SNA の

R&D 資本化への対応と併せて、特許実体を、「研究・開

発」（固定資産）に体化して含まれるものとして扱うほか、

特許使用料について、「特許等サービス」というサービ

スの産出として記録すべく、コモ法６桁品目等を新設す

ることとなった。また、特許使用料の需要先については、

基礎資料の制約から、全額中間消費として扱っている。

特許等サービスのデフレーターについては、基礎統計

に対応する物価指数が存在しないため、新たに採用する

「生産系統」、「輸入系統」、「輸出系統」のデフレーター

を内閣府で独自に推計すべく詳細な検討を実施した。ま

ず、採用するデフレーターの候補として、先行研究（小

林（2014））において言及されている「インフレーター

方式」（「物価指数」×「料率」）による推計方法を検討

した。「インフレーター方式」は、特許等サービスにお

ける値決め方式の一つである「定率方式」（「ロイヤリテ

ィ」＝「対象商品の販売価格」×「ロイヤリティ料率」）

をモデルとしたデフレーター推計方法である。しかし、

11  輸出入系統において、PPI（ないし各国 PPI）を使用する場合に為替動向を反映するのは、輸出（ないし輸入）時の（契約通貨は現地通

貨とみなした上で）為替変動に伴う価格変化を反映するためである。一方、EPI を使用する場合は為替変動に伴う価格変化が反映され

ている「円ベース指数」を使用している。このため、こうした処理は行っていない。

時系列で連続した「料率」データの入手が困難であるこ

とが判明したため、やむを得ず断念することとした。

次に、特許等サービスの「サービス価格」を「何らか

の物価指数で代替する方法」（上記「インフレーター方式」

の「料率」を一定とみなすもの）を検討した。どのよう

な物価指数で代替するかによって複数の推計方法が考え

られるが、（a）（特許等サービスの価格が不明であるため）

「一般物価水準」で代替するという考え方、（b）「特許等

サービスを利用して生産された財貨・サービスの価格」

で代替するという考え方に基づく推計方法を検討した。

（a）については「各国 PPI 総平均指数の集計値」（「輸

出系統」のみ。以下、試算①という。）と「CGPI（PPI

または EPI）の総平均指数」（以下、試算②という。）、（b）

については「CGPI や SPPI の類別指数等の集計値」（以下、

試算③という。）の計 3 方式の試算を行ったが、最終的

には試算②（PPI 総平均指数を使用。輸出入系統では為

替指数を乗じる 11）を採用することとした（推計方法に

ついては、図表 12 を参照）。

検討結果を簡単に紹介すると、まず、試算①について

は、輸出先の「一般物価水準」で代替することを想定し

たものだが、2008 年をピークとした資源価格の変動と

思われる影響が大きく、資源価格の変動の影響を受ける

とは考えにくい特許等サービスの価格を代替するにはや

や無理があると思われるため、不採用とした。次に、試

算②の「一般物価水準」か、試算③の「特許等サービス

を利用して生産された財貨・サービスの価格」のどちら

にするかを検討した。試算③は上述の特許等サービスの

図表８　R&D の動向（総固定資本形成部門、2011 年＝ 100）
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値決め方式である「定率方式」に近い推計方法ではある

が、「どの品目（物価指数）において特許等サービスが

使用されているか」の選定が困難であり、選択する物価

指数によって結果が大きく変わり得る。このため、現時

点では「一般物価水準」で代替する試算②（PPI 総平均

指数を使用。輸出入系統では為替指数を乗じる）が最善

と判断した。

なお、各国のデフレーターについてみると、米国では

特許等サービスの輸出および輸入のデフレーターとして

「国内購入者向け販売価格デフレーター（Implicit price 

deflator for final sales to domestic purchasers）」を採用して

おり、JSNA と同様、特許等サービスのデフレーターと

して「一般物価水準」で代替する方法を採用している。

一方、英国では、特許等サービス自体のデフレーターは

採用しておらず、他の物品賃貸サービスのデフレーター

で代替している。

図表９　特許等サービス（生産系統）の試算（2010 年＝ 100）

図表 10　特許等サービス（輸出系統）の試算（2010 年＝ 100）

（出所）日本銀行『企業物価指数』等。推計方法については、図表 12 を参照。

（出所）日本銀行『企業物価指数』等。推計方法については、図表 12 を参照。
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図表 12　特許等サービスの推計方法
【試算①】

価格データ ウェイト

輸出系統 各国 PPI 総平均指数×為替（米国、EU、中国、タイ、韓国） 国際収支統計（受取）

・ 考え方： 輸出された「特許等サービス」の価格を、当該国における PPI 総平均指数（一般物価水準）で代替。

・ 価格データ： 各国 PPI 総平均指数に、当該国・地域の為替動向（対顧客外国為替相場（月中平均、仲値））を反映。

・ ウェイトデータ： 主な輸出国・地域を、財務省・日本銀行『国際収支統計』（BPM5）「特許等使用料」の「工業権・

鉱業権使用料」（受取額）より抽出。

・算式：フィッシャー連鎖式

【試算②】

価格データ ウェイト

生産系統 PPI 総平均指数 ─

輸出系統
PPI 総平均指数×為替（試算②－１）（米国、EU、中国、タイ、韓国） ─

EPI 総平均指数（試算②－２） ─

輸入系統 PPI 総平均指数×為替（米国、EU） ─

・考え方

（生産系統）： 国内で生産された「特許等サービス」の価格を、PPI 総平均指数（一般物価水準）で代替。

（輸出系統）： 輸出された「特許等サービス」の価格を、PPI（または EPI）総平均指数（一般物価水準）で代替。

（輸入系統）：輸入された「特許等サービス」の価格を、PPI 総平均指数（一般物価水準）で代替。

・価格データ： PPI（または EPI）総平均指数。輸出（または輸入）系統に PPI 総平均指数を使用する場合は、主

な輸出（または輸入）国・地域の為替動向（対顧客外国為替相場（月中平均、仲値））を反映。主

な輸出（または輸入）国・地域は、『国際収支統計』（BPM5）「特許等使用料」の「工業権・鉱業

権使用料」（受取額（または支払額））より抽出し、為替動向を反映する際のウェイトとする。

・算式：ラスパイレス式（元データである PPI および EPI の指数算式）

図表 11　特許等サービス（輸入系統）の試算（2010 年＝ 100）

（出所）日本銀行『企業物価指数』等。推計方法については、図表 12 を参照。
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【試算③】

価格データ ウェイト

生産系統
PPI、SPPI の類別指数等（試算③－１）（化学に PPI 類別「化学」を使用）

V 表
PPI、SPPI の類別指数等（試算③－２）（化学に PPI 小類別「医薬品」を使用）

輸出系統
PPI 類別指数等×為替（試算③－１）（米国、EU、中国、タイ、韓国）

SRD
EPI 類別指数等（試算③－２）

輸入系統 PPI 類別指数等×為替（米国、EU） SRD

・考え方： 国内で生産（または、輸出・輸入）された「特許等サービス」の価格を、電気機器や医薬品等「特許

等サービスを投入することにより産出された財貨・サービス」の価格（PPI、SPPI の類別指数等）で代替。

・価格デー タ：ウェイトデータに対応する PPI（または EPI）、SPPI の類別指数等。また、輸出（または輸入）系

統に PPI 類別指数等を使用する場合は、試算②と同様、主な輸出（または輸入）国・地域の為替動向（対

顧客外国為替相場（月中平均、仲値））を反映。主な輸出（または輸入）国・地域は、『国際収支統計』（BPM5）

「特許等使用料」の「工業権・鉱業権使用料」（受取額（または支払額））より抽出し、為替動向を反映

する際のウェイトとする。

・ウェイトデータ

　（生産系 統）：基準年の V 表（経済活動別財貨・サービス産出表）における R&D 産出額（経済活動別の特許等

サービス産出額の構成比は、経済活動別の R&D 産出額の構成比と連動すると仮定）。主要 7 項目（①

化学、②はん用・生産用・業務用機械、③電子部品・デバイス、④電気機械、⑤情報・通信機器、⑥輸

送用機械、⑦情報通信業）を抽出。

　（輸出系 統）：総務省『科学技術研究統計』（以下、SRD という。）の「第 10 表 産業別技術輸出対価受取額」より、

主要 8 項目（①医薬品、②はん用機器、③生産用機器、④業務用機器、⑤電子部品・デバイス・電子回

路、⑥電気機器、⑦情報通信機器、⑧輸送用機器）を抽出。

　（輸入系 統）：SRD の「第 11 表 産業別技術輸入対価支払額」より、主要 9 項目（①医薬品、②はん用機器、③

生産用機器、④業務用機器、⑤電子部品・デバイス・電子回路、⑥電気機器、⑦情報通信機器、⑧輸送

用機器、⑨情報サービス）を抽出。

・算式：フィッシャー連鎖式

「特許等サービス」の動向は、以下のとおりである。

図表 13　特許等サービスの動向（生産部門、2011 年＝ 100）
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（３）防衛装備品の資本化

2008SNA においては、いわゆる兵器システムの資本

化も大きな変更の一つである。ここで兵器システムとは、

軍艦、潜水艦、軍用機、戦車、ミサイル輸送車及び発射

台等のような車両やその他の設備を含むものを対象範囲

としている。

1993SNA では、これら兵器システムへの支出は、民

間転用可能なものだけを一般政府による総固定資本形成

として計上し、それ以外は一般政府による中間消費とし

て扱うこととされていた。これに対し、2008SNA では、

軍艦、戦車等の兵器システムについては、平和時におけ

る役割が抑止力の提供であったとしても、継続して防衛

サービスを提供しているものとみなし、固定資産に分類

されることとなっている。また、一回限り使用可能な弾

薬類については、在庫（軍事在庫）として扱うこととさ

れている。

こうした 2008SNA の勧告に対し、我が国では、平成

23 年基準改定において、平成 17 年基準で既に存在して

いた「武器」に加え、防衛装備品に該当するコモ法６桁

品目として新たに、①「電子応用装置（防衛装備品）」、

②「無線電気通信機器（防衛装備品）」、③「鋼船（防衛

装備品）」、④「舶用内燃機関（防衛装備品）」、⑤「航空

機（防衛装備品）」の 5 品目を設定した。また、平成 17

年基準で既に存在し、中間消費部門に計上されているコ

モ法６桁品目「武器」については、中間消費部門のほか

総固定資本形成部門にも計上している。

こうした中、デフレーターについては、項目３（１）

でも説明したとおり、上記③を構成する「軍艦の新造（防

衛装備品）」や、⑤を構成する「飛行機（防衛装備品）」

および「ヘリコプタ（防衛装備品）」では、基礎統計に

対応する物価指数が存在しないため、民需分の鋼船と同

様、単価指数を採用した（図表６の下線部分）。民需分

の鋼船における単価指数では貿易統計を使用しているが、

防衛装備品では防衛省資料を用いている。一方、その他

の防衛装備品については、（上記鋼船以外の）民需分と

同様に、PPI 等の基礎統計から物価指数を適用している

（① ~ ⑤の防衛装備品で適用している物価指数等につい

ては、参考資料「平成 23 年基準 基本単位デフレーター

品目対応価格指数一覧」を参照）。

防衛装備品のうち、ウェイトの大きい、③「鋼船（防

衛装備品）」、⑤「航空機（防衛装備品）」の動向は、図

表 14 のとおりである。単価指数を採用しているため、

品質を特定した価格の捕捉には限界があり、特に、⑤に

おける 2013 年の指数上昇局面には品質変化に伴う価格

変動が混在している可能性は否めないが、当該期間では

円安が進行したこともあり、輸入品が多い航空機の指数

動向としては、妥当な推移になっていると考えられる。

実際、図表 14 では、民需分（「鋼船（防衛装備品を除く。）」、

「航空機（防衛装備品を除く。）」）の動向も示しているが、

PPI 航空機用原動機部品等の代用により推計している民

需分の航空機は、この間、同様に上昇している。

なお、図表 14 でみた鋼船や航空機のうち、鋼船の民

需分については、項目３（２）で述べたとおり、日本銀

行が本年 2 月に公表した平成 27 年基準 CGPI において、

EPI の新規品目として採用された。このため、内閣府で

は、これを JSNA に取り込むべく準備を進めているとこ

ろである。即ち JSNA では、本年 5 月に公表を予定して

いる 2017 年 1-3 月期 1 次 QE より、平成 27 年基準

図表 14　防衛装備品（鋼船、航空機）の動向（総固定資本形成部門、2011 年＝ 100）

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

鋼船（防衛装備品）

鋼船（防衛装備品を除く。）

航空機（防衛装備品）

航空機（防衛装備品を除く。）



－ 64 －

「季刊国民経済計算」第 161 号

CGPI を 2015 年 1-3 月期まで遡って取り込む予定として

いる。この中で民需分の鋼船については、現行の単価指

数から EPI 鋼船に切り替えることにより、より精度の高

いデフレーターを推計していく。

５ 平成23年基準における建設デフレーターの

推計方法

平成 23 年基準 JSNA では、建設デフレーターとして、

①「木造住宅」、②「木造非住宅」、③「非木造住宅」、

④「非木造非住宅」、⑤「建設補修」、⑥「その他建設」、

⑦「木造計」（①＋②）、⑧「非木造計」（③＋④）、⑨「建

設計」（①～⑥）の 9 品目を作成する。それぞれについて、

以下のウェイトデータと価格データを使用し、平成 17

年基準と同様「投入コスト型」により算出する。

ウェイトデータには、（a）暦年値であり『産業連関表』

の投入表等により作成する「建設原マトリックス」、（b）

四半期値であり、コモ法等で推計されるコモ法６桁品目

別の暦年値を供給側推計で四半期分割した（ないしは延

長推計した）資材投入額と、付加価値額（雇用者報酬）

を使用する。RAS 法により（b）を（a）の割合で配分し、

四半期ベースの「建設マトリックス」（ウェイトデータ）

を得る。平成 23 年基準では、建設コモ法が廃止となり、

建設部門はコモ法により推計されるが、コモ法において

も木造・非木造それぞれにおいて住宅・非住宅別は推計

されない。このため、平成 17 年基準と同様『建築物着

工統計』を進捗ベースに転換したもので木造・非木造の

産出額を住宅・非住宅に分割する。

価格データには、（a）「資材投入」部分は基本単位デ

フレーター（中間消費部門）、（b）「雇用者報酬」部分は

『毎月勤労統計』の定期給与指数（建設業 5 人以上）を

使用する。

平成 23 年基準では、ウェイトデータの推計方法の改

善を図った。平成 17 年基準までは『産業連関表』（5 年

ごとの基準年）の間で等差補間を行うことにより各年の

「建設原マトリックス」を推計していたが（当時の基準

年（平成 17 年）以降の「建設原マトリックス」には、

平成 17 年の「建設原マトリックス」を使用）、平成 23

年基準ではストック推計で毎年推計する「建設マトリッ

クス」を、暦年ベースの「建設原マトリックス」として

使用する。これにより、「建設原マトリックス」において、

基準年と基準年間の等差補間を行うことにより算出した

推計値ではなく、毎年の実績値を使用できるようになっ

た。また、ストック推計と推計方法を共通化することに

より、JSNA 体系全体としての精度向上を図った。

６ 平成23年基準における８制度部門別総固定

資本形成デフレーターの推計方法

平成 23 年基準 JSNA における総固定資本形成デフレ

ーターは、平成 17 年基準と同様、８制度部門（①民間非

金融企業設備、②民間住宅、③民間金融企業設備、④民

間非営利企業設備、⑤公的非金融企業設備、⑥公的住宅、

⑦公的金融企業設備、⑧一般政府）の括りで算出する。

ウェイトデータとしては、（a）暦年値の「総固定資本

形成原マトリックス」、（b）四半期値（各四半期の供給

側推計の総固定資本形成額を当該暦年（または、判明し

ている直近暦年）における制度部門別ウェイトにより分

図表 15　建設マトリックス（平成 23 年基準）

木　　　造 非　　木　　造 建設 その他

住　宅 非住宅 計 住　宅 非住宅 計 補修 建　設

コ モ ６ 桁 品 目

資 材 投 入 額 計

付 加 価 値 額

産 出 額

（備考）

１．網掛けの薄い部分はコモ法等により四半期ごとに値が得られる。

２．網掛けの濃い部分はコモ法による産出額を『建築物着工統計』を進捗ベースに転換したもので分割して求める。

３．RAS(1) は木造および非木造の資材投入額計と付加価値額を RAS 法で住宅、非住宅に分割する。

４．RAS(2) は RAS(1) で求めた資材投入額計を使用して資材投入品目を RAS 法で住宅、非住宅に分割する。

ＲＡＳ (2) ＲＡＳ (2)

ＲＡＳ (1) ＲＡＳ (1)
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割したもの（列の合計）、各四半期の供給側推計等によ

り得たコモ法６桁品目別の総固定資本形成額および 5 分

類の建設産出額（行の合計））を使用する。RAS 法によ

り（b）を（a）の割合で配分し、四半期ベースの「総固

定資本形成マトリックス」（ウェイトデータ）を得る。

価格データとしては、（a）機械等については、基本単

位デフレーター（総固定資本形成部門）、（b）建設デフ

レーター（木造住宅、木造非住宅、非木造住宅、非木造

非住宅、その他建設）を使用する。

また、平成 23 年基準では、2008SNA 対応のため、研究・

開発（R&D）、防衛装備品、所有権移転費用を総固定資

本形成デフレーターに新たに取り込んだ。まず、R&D

については、市場生産者からの産出分は上記８制度部門

のうち 4 部門（上記の①、③、⑤、⑦）、非市場生産者（対

家計民間非営利団体）からの産出分は民間非営利企業設

備（④）、非市場生産者（一般政府）からの産出分は一

般政府（⑧）に計上する。防衛装備品は一般政府（⑧）、

所有権移転費用は民間住宅（②）に計上する。

上記の R&D の取り込みに伴い、平成 17 年基準では、

市場生産者からの産出分のみで一国全体の総固定資本形

成デフレーターを推計していたが、平成 23 年基準より、

非市場生産者（一般政府、対家計民間非営利団体）から

の産出分（R&D のみ）も、対象範囲に含まれるように

なった。

このほか、平成 23 年基準では、建設デフレーターと

同様にウェイトデータの推計方法の改善を図った。平成

17 年基準までは JSNA 概念に組み替えた『産業連関表』

の付帯表である固定資本マトリックスをもとに、基準年

の間で等差補間を行うことで「総固定資本形成原マトリ

ックス」を推計していたが（当時の基準年（平成 17 年）

以降の「総固定資本形成原マトリックス」には、平成

17 年の「総固定資本形成原マトリックス」を使用）、平

成 23 年基準ではストック推計で毎年推計している「固

定資本マトリックス」を、暦年ベースの「総固定資本形

成原マトリックス」として使用する。これにより、「総

固定資本形成原マトリックス」において、基準年と基準

年間の等差補間により算出した推計値ではなく、毎年の

実績値を使用できるようになった。また、ストック推計

と推計方法を共通化することにより、JSNA 体系全体と

しての精度向上を図った。

図表 16 　固定資本形成マトリックス（平成 23 年基準）
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（備考） 非市場生産者（政府、非営利）から産出される総固定資本形成は研究・開発（R&D）のみ。いずれも自己勘定

総固定資本形成であり自部門（一般政府、対家計民間非営利団体）に計上。
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７ 結びに代えて

以上、JSNA におけるデフレーターの推計方法につい

て概観した上で、平成 23 年基準における改善内容につ

いて紹介した。平成 23 年基準改定では、最新のウェイ

ト情報や価格情報を反映したほか、2008SNA の対応等

によるデフレーターの新設や見直しを行った。こうした

取り組みは、JSNA の精度向上につながっていると考え

られる。一方で、基礎統計の制約等から、デフレーター

推計における課題が残されているのも事実であり、これ

らについては不断の研究・検討を行っていくことが肝要

である。

（残された課題）

（１）建設デフレーター

一つは、建設デフレーターである。項目２（３）でも

述べたとおり、平成 23 年基準改定では、建設部門の産

出額の推計方法の改善を図り、平成 17 年基準まで採用

していた建設コモ法を廃止し、産出額を出来高ベースで

直接推計する方法を採用することにより、JSNA の精度

向上を図った。一方、デフレーターについては、平成

23 年基準では、平成 17 年基準の手法である「投入コス

ト型」を踏襲している。即ち「市場取引価格（産出価格

（output price））」を間接的に捉えようとする「投入コス

ト型」では、項目２（５）で述べたとおり、付加価値部

分のうち雇用者報酬のみが推計対象となるため、営業余

剰等の変化が反映されない。このため、（営業余剰等の

変化も包含される）「産出価格」を直接捕捉するデフレ

ーター（以下、「アウトプット型」という。）の研究・開

発については、今後の課題として位置づけられる 12。

しかし、建設部門のデフレーターは、「同じ建物」が

何度も建設されることはほとんどなく、「産出価格」を

直接捉えることが極めて難しい分野の一つである。各国

においてもデフレーター推計においては苦労を重ねてい

る。米国では、非住宅のデフレーターとして労働統計局

12  脚注８でも述べた 2016 年末に経済財政諮問会議がとりまとめた「統計改革の基本方針」においても、既存統計で捕捉できていない分

野の一つとして、建設（市場価格取引ベース）の価格の把握方法の研究が掲げられている。
13 本稿における「モデル型」とは、産出価格を直接捉えることができない中、何らかのかたちでモデルを設定し（例えば、米国（非住宅）

のように建設工程ごとに捉えた産出価格を集計するモデルや、米国（住宅）や英国等のような計量分析手法等により）産出価格を捉え

ようとする方法のことをいう。生産（投入）側からみた価格情報等を集計することにより産出価格を間接的に捉えようとする「投入コ

スト型」も「モデル型」の一種であるが、本稿では（「モデル型」とは別に）「投入コスト型」と分類した上で、説明している。
14  住宅については、フランスでは「モデル型」（市場取引価格を非説明変数、物件の属性（広さ、地域、住居スペースの階数、車庫、暖

房装置、築年数等）を説明変数とした回帰式（ヘドニック法）による推計。）、カナダでも「モデル型」（建設業者より入手した代表的

な新規物件（モデル）の販売価格を集計。建設業者は、実際に取引された個別の価格ではなく、モデルとして設定した物件に該当する

当該期の全取引を反映した販売価格を報告することが求められている。）が採用されている。一方、豪州では「アウトプット型」（建物

の形態（戸建て、アパート等）や地域により細分化した項目毎に、実際の販売価格（中央値）より算出した前期からの変化率を集計。）

が採用されている。

（BLS）が作成している PPI を主に使用しており、これ

らでは建設工程（例えば、床工事）ごとに「産出価格」

を推計し集計することにより建物全体としての「産出価

格」を捉える方法（以下、「モデル型」13 という。）が採

用されている。この「モデル型」における建設工程ごと

の「産出価格」は、①費用（原材料費、人件費、関連機

器費用）、②マージン（諸経費、利益）に分けて調査し

た価格情報を集計することにより、算出されている。ま

た、住宅のデフレーターとしては、センサス局（Census 

Bureau）が作成している住宅価格指数（Price Indexes for 

New Single-Family Houses Under Construction）等を使用

しており、建設コスト等から「産出価格」を回帰推計す

る「モデル型」のデフレーターとなっている。

一方、英国では、国民経済計算で使用する建設デフレ

ーターを見直し、入札価格情報等から「産出価格」を時

系列モデルにより推計する「モデル型」のデフレーター

を 2014 年 7-9 月期以降の国民経済計算に採用していた。

しかし、その後、同推計において安定的な結果が得られ

なくなったことから、この「モデル型」のデフレーター

の使用を一旦中止した。そして、2015 年 6 月（2015 年

4 月分の計数）以降、暫定的な建設デフレーターを「投

入コスト型」で作成し、2014 年 1-3 月期まで遡って国

民経済計算に反映している。このように、英国では、現

在も「産出価格」をより直接的に捉えるための検討が進

められている。また、フランスやカナダ、豪州の非住

宅 14 においても、我が国と同様、「投入コスト型」が主

に採用されている。

各国における取り組みや工夫を参考に、物価統計を担

当する各機関とも連携し、JSNA のデフレーター推計の

改善のための研究・検討を引き続き進めることが重要で

ある。

（２）研究・開発（R&D）

次に、R&D デフレーターは、上記建設デフレーター

と同様「投入コスト型」を採用しており、付加価値部分
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は雇用者報酬のみで推計しているため、営業余剰等は加

味されていない。一方、名目値の推計においては、これ

が加味されている。このため、R&D においても「産出

価格」を直接捉えることが今後の課題とはいえるが、実

際は、主要国では基本的に共通して投入コスト型で推計

しているのが現状である。

この中で、米国では、例外的に、投入コスト型で推計

されたデフレーターから多要素生産性（MFP）上昇率を

控除したものを R&D デフレーターとして推計している。

ただし、これは、各産業の MFP 上昇率を R&D の生産

性に全て帰着させるというやや大胆な考え方に基づくも

のであり、EU 諸国等、他の主要先進国では採用事例が

ないという点に留意が必要と言える。そもそも「R&D

のデフレーター推計方法をどのように定義するか。」と

いう点について、国際的に統一されていない部分もあり、

今後の国際的な議論の趨勢もフォローしていきながら、

より良いデフレーター推計方法の開発に向けた継続的な

研究が重要と言える。

（３）サービス分野を中心としたデフレーターの更なる

研究・改善

我が国におけるサービス価格のうち、家計向けについ

ては CPI、企業向けについては SPPI が整備されており、

JSNA のデフレーターでも多くのサービス部門でこれら

を採用している。一方、サービス分野については、同一

品質のサービスを連続して（時系列で）捕捉することが

性質上困難であることから、物価指数として捉えるのが

困難なサービス項目が少なからず存在する。そうした中

で、例えば、日本銀行の SPPI における卸売サービス価

格の試算値の作成・公表等、改善に向けた検討も着々と

進められている 15。

JSNA においては、物価統計作成部局との連携をとり

つつ、新たに物価統計において取り込まれるようになっ

た品目については、できるだけ速やかに JSNA に取り込

んでいくとともに、基礎統計の制約等から内閣府独自で

推計しているサービス分野を中心としたデフレーターの

研究・改善に、引き続き取り組んでいくことが重要であ

ろう。

15 前述の「統計改革の基本方針」でも、既存の統計では捕捉できていない卸売サービスについて、SPPI の平成 27 年基準改定（2019 年央）

より実施することが課題として掲げられている。
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【本資料の見方等】 
○ 本資料は、平成 23 年基準国民経済計算（JSNA）におけるコモ法６桁レベルの「基本

単位デフレーター」について、４つの系統（生産、輸入、輸出、家計消費）別の対応する

物価指数の詳細（どの基礎統計のどの指数を対応させているか等）を示している。2016
（平成 28）年 12 月時点のものであり、2015 年 1-3 月期以降の推計に使用している。 

○ ここで使用している主な物価統計（『国内企業物価指数』（PPI）（日本銀行）、『輸出物価

指数』（EPI）（同）、『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指数』（SPPI）
（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農業物価指数』（API）（農林水産省））は、

CPI が平成 27 年基準（2015 年＝100）、それ以外の物価統計は平成 22 年基準（2010 年

＝100）となっている。このため、「基本単位デフレーター」推計の際、JSNA の基準年

（2011 年＝100）に変換している。 

○ 掲載事項を一覧（表頭）に沿って説明すると、以下のとおり。 
・品目名称：「基本単位デフレーター」の項目名称を示している。市場生産者により生産

される財貨・サービスの供給および需要の推計に用いている、コモディティ・フ

ロー法（コモ法）で設定されている品目（約 400 品目）に対応している。 
・生産：「生産系統」の推計に使用している物価指数等を示している。API、PPI、SPPI

を主に使用しているほか、家計消費の割合が高い品目では、CPI も使用してお

り、消費税を含むベースで推計している。対応する物価指数がなく、（消費税が

含まれていない）他の物価指数（EPI、IPI）等で代替する場合は、消費税による

影響を含めた上で、推計している。このほか、「基本単位デフレーター」に含め

ないこととしている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医療（診療代）に

おける自己負担比率の変更等に伴うもの等）については、可能な限り除いた上で、

推計している。 
・輸入：「輸入系列」の推計に使用している物価指数等を示している。IPI を主に使用し

ており、消費税は含まれていない。対応する物価指数がなく、（消費税が含まれ

ている）他の物価指数（PPI、CPI 等）で代替する場合は、消費税による影響を

除いた上で、推計している。 
・輸出：「輸出系統」の推計に使用している物価指数等を示している。EPI を主に使用し

ており、消費税は原則含まれないが、一部のサービス（宿泊料、飲食等）につい

ては、消費税による影響を含めた上で、推計している。対応する物価指数がなく、

他の物価指数（PPI、CPI 等）で代替する場合は、輸出には含まれない変動（上

記消費税による影響のほか、PPI 酒類の品目における酒税の変更に伴う変動等）

については、可能な限り除いた上で、推計している。 
・家計消費：「家計消費系統」の推計に使用している物価指数等を示している。CPI を主

に使用しており、消費税を含むベースで推計している。また、「基本単位デフレ

ーター」に含めないこととしている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医

療（診療代）における自己負担比率の変更等に伴うものや、自動車取得税（エコ

カー減税）による影響等）については、可能な限り除いた上で、推計している。 
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○ 上記の 4 系統（生産、輸入、輸出、家計消費）で使用している物価指数等の表記は、以

下のとおり。  
・物価指数を使用している場合：物価統計の名称（PPI、EPI、IPI、SPPI、CPI、API）

と、使用している項目の名称を記載している（例えば、「PPI_ハム」）。より正確

にデフレーターを推計するため、物価指数の最小単位である品目を使用するこ

とを原則としているが、対応する品目が存在しない等の理由により上位分類を

使用する場合は、項目名称の後に上位分類の名称も記載している（例えば、「PPI_
水産加工食品（商）」。PPI の場合、上位分類として「商品群」、「小類別」、「類別」

といった括りがあるため、これらの略称「商」、「小」、「類」で記載）。 
・物価指数以外を使用している場合：適当な物価指数が存在しないため、独自に推計した

デフレーターを使用している場合（「単価指数」、「投入コスト型」等）の記載は、

以下のとおり。 
── 「単価指数」とは、当該品目の平均価格（「価額」÷「数量」）をデフレー

ターとして使用しているものだが、「UPI」と記載した上で、使用している

統計データ名称と項目名称を記載している（例えば、「UPI_貿易統計_玄米」）。 
── 「投入コスト型」とは、当該品目の「市場取引価格（産出価格（output 

price））」を直接捕捉することが困難な場合に用いる推計手法の一つであり、

生産側（中間投入、付加価値）からみた価格情報等を集計することにより「産

出価格」を間接的に捉えようとするもの。一覧では「投入コスト」と記載し

ている。 
── 上記以外で独自に推計したデフレーターの推計方法は区々であるため、

表記ルール等は特にないが、統計データ名称や推計方法を簡単に記載して

いる。 

○ 「基本単位デフレーター」は、6 部門により構成されている。まず、上記 4 系統に対応

させた物価指数を、コモ法６桁レベル（約 400 品目）の内訳であるコモ法８桁レベル（約

2,000 品目）ごとにラスパイレス式で集計する。次に、これらを 6 部門（①「生産部門」

（生産系統＋輸出系統）、②「輸入部門」（輸入系統）、③「輸出部門」（輸出系統）、④「家

計消費部門」（家計消費系統）、⑤「総固定資本形成部門」（生産系統＋輸入系統）、⑥「中

間消費部門」（生産系統＋輸入系統））ごとにフィッシャー連鎖式で集計することにより、

コモ法６桁レベルの「基本単位デフレーター」を推計している。 

○ なお、2010 年 1-3 月期から 2014 年 10-12 月期までの「基本単位デフレーター」推計

においても、上記の物価指数を使用しているが、CPI を含む全ての物価指数で平成 22 年

基準（2010 年＝100）を使用している。今後の物価指数の基準改定に伴う対応や、2009
年以前の遡及計数の作成方法等、デフレーター推計方法の詳細については、本季刊論文

「国民経済計算の 2008SNA 対応等におけるデフレーターの推計」の本文で説明してい

る。 

【本資料の見方等】 
○ 本資料は、平成 23 年基準国民経済計算（JSNA）におけるコモ法６桁レベルの「基本

単位デフレーター」について、４つの系統（生産、輸入、輸出、家計消費）別の対応する

物価指数の詳細（どの基礎統計のどの指数を対応させているか等）を示している。2016
（平成 28）年 12 月時点のものであり、2015 年 1-3 月期以降の推計に使用している。 

○ ここで使用している主な物価統計（『国内企業物価指数』（PPI）（日本銀行）、『輸出物価

指数』（EPI）（同）、『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指数』（SPPI）
（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農業物価指数』（API）（農林水産省））は、

CPI が平成 27 年基準（2015 年＝100）、それ以外の物価統計は平成 22 年基準（2010 年

＝100）となっている。このため、「基本単位デフレーター」推計の際、JSNA の基準年

（2011 年＝100）に変換している。 

○ 掲載事項を一覧（表頭）に沿って説明すると、以下のとおり。 
・品目名称：「基本単位デフレーター」の項目名称を示している。市場生産者により生産

される財貨・サービスの供給および需要の推計に用いている、コモディティ・フ

ロー法（コモ法）で設定されている品目（約 400 品目）に対応している。 
・生産：「生産系統」の推計に使用している物価指数等を示している。API、PPI、SPPI

を主に使用しているほか、家計消費の割合が高い品目では、CPI も使用してお

り、消費税を含むベースで推計している。対応する物価指数がなく、（消費税が

含まれていない）他の物価指数（EPI、IPI）等で代替する場合は、消費税による

影響を含めた上で、推計している。このほか、「基本単位デフレーター」に含め

ないこととしている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医療（診療代）に

おける自己負担比率の変更等に伴うもの等）については、可能な限り除いた上で、

推計している。 
・輸入：「輸入系列」の推計に使用している物価指数等を示している。IPI を主に使用し

ており、消費税は含まれていない。対応する物価指数がなく、（消費税が含まれ

ている）他の物価指数（PPI、CPI 等）で代替する場合は、消費税による影響を

除いた上で、推計している。 
・輸出：「輸出系統」の推計に使用している物価指数等を示している。EPI を主に使用し

ており、消費税は原則含まれないが、一部のサービス（宿泊料、飲食等）につい

ては、消費税による影響を含めた上で、推計している。対応する物価指数がなく、

他の物価指数（PPI、CPI 等）で代替する場合は、輸出には含まれない変動（上

記消費税による影響のほか、PPI 酒類の品目における酒税の変更に伴う変動等）

については、可能な限り除いた上で、推計している。 
・家計消費：「家計消費系統」の推計に使用している物価指数等を示している。CPI を主

に使用しており、消費税を含むベースで推計している。また、「基本単位デフレ

ーター」に含めないこととしている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医

療（診療代）における自己負担比率の変更等に伴うものや、自動車取得税（エコ

カー減税）による影響等）については、可能な限り除いた上で、推計している。 
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